
保育所安全計画

◎　安全点検

（1）施設・設備 ・園外環境（散歩コースや緊急避難先等）の安全点検

（2）マニュアルの策定・共有

令和 8 年 4 月 1 日 令和 9 年 3 月 31 日

令和 7 年 6 月 9 日 令和 9 年 6 月 30 日

平成 30 年 5 月 1 日 令和 9 年 3 月 31 日

平成 27 年 4 月 1 日 令和 9 年 3 月 31 日

平成 28 年 4 月 1 日 令和 9 年 3 月 31 日

平成 28 年 4 月 1 日 令和 9 年 3 月 31 日

令和 7 年 4 月 1 日 令和 9 年 3 月 31 日

平成 28 年 4 月 1 日 令和 9 年 3 月 31 日

令和 8 年 6 月 8 日 令和 8 年 8 月 31 日

平成 28 年 4 月 1 日 令和 9 年 3 月 31 日

令和 2 年 4 月 1 日 令和 8 年 5 月 26 日

平成 28 年 4 月 1 日 令和 7 年 3 月 29 日

令和 8 年 3 月 31 日 令和 9 年 3 月 31 日

平成 28 年 4 月 1 日 令和 9 年 3 月 31 日
令和 7 年 4 月 1 日 令和 9 年 3 月 31 日

職員室・保育室

職員室・保育室

職員室・保育室

午睡

Jアラート

保育室衛生管理マニュアル

感染症・食中毒 職員室、保育室

プール・水遊び 職員室・保育室・プール設置場所

職員室・保育室

園外活動 職員室

事故防止のためのチェックリスト

不審者 職員室、保育室

事故 職員室、保育室

災害時(風水害)・ハザードマップ 職員室・保育室　※マップは事務所のみ

給食衛生管理マニュアル 職員室・給食室

保育者衛生管理マニュアル 職員室、保育室

食物アレルギー緊急対応マニュアル 職員室、保育室

分野 策定・改定時期 見直し（再点検）予定時期 掲示・管理場所

緊急対応マニュアル 職員室、保育室

3月

重点点検箇所

・園内外の点検、再確
　認、職員共有
・散歩コース等再確認

・緊急連絡先の変更
　の有無の確認

・暖房設備の点検、使
　用するための準備

・園内外の点検、再確
　認、職員共有
・室内遊び、狭い場所で
の安全管理、職員間の
連携、調整

・1年間を振り返り、反省
を基に次年度の見直し

・4/5歳児、緑道公園
　桜並木などの目的地
　確認
・業者による消防設備、
　園庭遊具の点検

月 10月 11月 12月 1月 2月

熱中症対応マニュアル 職員室・保育室

９月

重点点検箇所

・園内外の点検
（危険リスクがある箇所
　を再確認し職員間で
　共有）
・緊急連絡先(票)の変
　更有無の確認
・園外保育、散歩コー
ス等目的地実地確認

・事故防止のための
　チェックリストを行い、
　会議で職員が周知、
　改善を行う
・害虫の被害対策

・水遊び・プール遊びの
　安全確認（職員に周
　知、共有）
・遊具チェック
・冷房設備の点検、使
　用するための準備
・水遊び、プール遊び
　のマニュアルを全職
　員に周知

・園内外の点検、再確
　認、職員共有
・水遊び、プール遊び
　のマニュアルを再周
　知

・縦割り保育の流れを
　再確認する

・使い慣れた遊具、場所
の安全指導の徹底
・遊具の使い方の再
　確認
・危険な行動に対する
　職員間の共通理解
・業者による消防設備の点
　検

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月



◎児童 ・保護者に対する安全指導等

（1）児童への安全指導 （保育所の生活における安全、災害や事故発時の対応、交通安全等)

（2）保護者への説明・共有

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

・入園式後、参観日・クラス懇談
・春の交通安全運動
・駐車場の出入りについて
・安全計画及び安全に対する取り組
　みの内容について、園ホームペー
　ジ掲載又は、玄関に掲示する
・園だより、クラスだよりを通じて駐車
　場では親子手をつなぐ、飛び出し
　注意など周知する
・水の事故
・子ども性暴力防止法周知(重要事項
   説明書)

・秋の交通安全運動
・熱中症、水の事故に対する注意を
　園だよりに記載周知する
・プール、水遊びのための健康管理
・プライバシー保護のための取り組み
・園だより、玄関掲示による情報提供
　(食中毒、熱中症、感染症など)

・不審者に対する注意
・年末年始期間中の安全呼びかけ

・入園説明会
・就学に向けての心構え
　（危険な道路、場所の確認）
・重要事項説明書配布、掲示
・交通教室参加依頼

・暖房設備の清掃・点検、使用す
　るための準備
・感染症予防周知

・第1避難場所から第2避難場所
　への対応

・暖房の温度、室内の換気に留意

1～3月10～12月

3歳以上児

・園内の安全な生活の仕方
・遊び場や遊具、用具の使い
　方・避難訓練
・園外保育での安全な歩き方
・雨の日の安全な生活の仕方
　（雨具の扱い方）
・水遊びの決まり、約束
・駐車場へは保護者と一緒に出る・
交通教室(4月、８月、１月)

・生活のリズムを整え、楽しく安全な生
活
・水遊びの決まりや約束
・プールでの約束・プール遊びの監
　視（役割分担を明確にする）
・熱中症対策
・異年齢の交流場面での安全に関
　する自主的な約束の確認
・冷房設備の清掃、点検、温度管理

・園外保育時の交通ルール
・暖房設備の点検、使用するため
　の準備
・見知らぬ大人、不審者対応

・暖房の温度、室内の換気
・暖房機器の危険性安全に関する約束
・小学校付近の危険場所安全な歩き方
　を練習する（5歳児と保護者希望者）

乳児・1歳以上
3歳未満児

4～6月 7～9月

・生活のリズムを整え園生活に慣
　れる
･ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ、避難車のﾌﾞﾚｰｷ、ﾀｲﾔ
　の点検及び使用方法（ベルト使
　用、人数等）共通理解
・日よけ準備・避難訓練

・安全な睡眠環境の確保
・食物アレルギーのある子どもの対
　応（全職員周知）

・暑さの中快適に生活(室温、換
　気、沐浴、休息、水分補給）
・熱中症への対策(日よけ準備)　　　・
冷房設備の清掃、点検、温度管
　理
・登降園児の安全指導



◎訓練・研修

（1）訓練のテーマ・取組 ※ねらい、配慮事項など、別紙避難訓練綴り等参照

地震・火災（サイレン・放送）

熱性痙攣
ロールプレイ
★配慮、支援が必要な 園児には、個別に声掛けや援助を行い、職員が協力して落ち着いて避難できるように配慮する。(年間通して)

※1　「避難訓練等」・・・毎月１回以上実施する避難及び消火に対する訓練

※2　「その他」・・・「避難訓練等」以外の119番通報、救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、ＡＥＤ・エピペンの使用等）、不審者対応、園外保育時バスにおける

　見落とし防止等

（2）訓練の参加予定者（全員参加を除く） 　　　　※3歳未満児クラス及び新任職員、希望職員

７月 ８月

熱性けいれん時の対応

月 ４月 ５月 ６月

AEDの取り扱いについて

3歳未満児クラス及び新任職員、希望職員

食物アレルギー児誤食対応

訓練内容 参加予定者

３月２月

その他
※2

９月

3歳未満児クラス及び新任職員、希望職員

関係クラス及び栄養士、園長、主任、副主任等

月

避難
訓練等

※1

その他
※2

10月 11月 12月

頑丈な建物に避難
室内の中央に避難避難訓練の合図

避難
訓練等

※1

避難訓練の意味・必要性 洪水（サイレン・放送）
避難の仕方

（サイレン・放送等）

落雷・火災発生 火災 風・竜巻時の避難

初期消火
SIDS応急手当法

応急手当
熱中症対応 プールの事故(心肺蘇生) 転落事故

火災(予告なし）
又は、不審者侵入（できるだけ高いところ

へ避難する）

１月
地震・火災発生
（第２避難場所移動）

地震 Jアラートを受けての避難 大地震時の避難

誤飲(応急手当) Jアラート(放送設備故障) SIDS応急手当法
初期消火

津波・液状化

（できるだけ高いところへ
避難する）

不審者の侵入

不審者対応(ロールプレイ)



（3）職員への研修・講習（園内実施・外部実施を明記）

自治体が行う研修・訓練はできるだけ全員が受講又は、研修報告などで共通理解する。
※

（4）行政等が実施する訓練・講習スケジュール ※所属する自治体・関係団体等が実施する各種訓練・講習スケジュールについて参加目途にかかわらずメモする

◎再発防止策の徹底（ヒヤリ・ハット事例の収集・分析及び対策とその共有の方法等）

◎その他の安全確保に向けた取組（地域住民や地域の関係者と連携した取組、登降園管理システムを活用した安全管理等）

・登降園管理システム、ルクミーを活用した安全管理
・大規模災害の避難先(岡山南高校)との連携確認
・避難訓練の反省、改善点を会議、回覧で共有する
・朝9時30分前後に人数確認(出欠状況)の徹底。連絡なく欠席した園児の家庭へ電話連絡を行う
・一斉メール配信システムでの連絡

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

・職員会議の中に必ず位置づけ、職員間で情報共有・振り返りと再発防止について検討する
・園内の事故発生状況の分析、再発防止策の検討

・救命救急(心臓蘇生法、AEDなど）年２回・危機管理対応・園外保育の安全管理
・岡山市幼年消防クラブ指導者研修会
・保育園等における安全管理研修
・子ども性暴力防止法に関する研修
・食物アレルギー講習会

・警察署・生活安全課交通安全教室
・園内外の事故防止

・園内外の事故防止
・熱中症予防と発生時の対応
・救命救急(AED、心肺蘇生)
・ヒヤリハット記録の活用

消防署からの指導
（消火訓練、通報訓練）

・不適切保育、虐待防止研修

園児の安全管理職員研修は毎月行う。状況により前後する。別紙参照

・園内外での事故防止


